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国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター一般事業主行動計画 

「仕事と子育ての両立支援プログラム」 

 

１ プログラムの期間 

 

  このプログラムは次世代育成支援対策推進法に基づき、令和２年４月１日から令和

７年３月３１日までの５年間を計画期間としています。 

 

２ プログラムの実施に当たって 

 

  このプログラムは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター（以下「セン

ター」という。）の職員全員（非常勤職員を含む）を対象としています。 

  このプログラムが円滑に実施されるよう、職場長等を通じ必要な措置を講じること

とし、また、このプログラムが確実に実施されるよう、随時、実施状況を把握・ 検

証し、取組みの徹底を図るとともに、プログラムの見直しを行うこととします。 

 

３ 具体的には 

 

（１）制度を知ることが第一歩 

 

  ○ 就業規則等の活用による制度の周知 

   理事長を含む幹部職員（以下「理事長等」という。）は、母性保護、育児休業、 

  休暇、時間外勤務の制限などの各種制度について、毎年定期的に会議・研修等の機 

  会を通じて職場長及び事務部門（以下「職場長等」）に十分周知するとともに、就 

  業規則、院内報、院内ＬＡＮ等を活用して、職員全員が制度を閲覧できる環境を整 

  備するようにします。 

   職場長等は、これらの制度の内容について十分理解し、職員が妊娠を申し出た際 

  や、制度を利用する際には適切に説明を行うよう心掛けてください。父親となる職 

  員についても、妻の出産をサポートするための休暇（特別休暇・年次休暇）を取る 

  ように促したり、育児休業を父親も取得できることなどについても適切に説明する 

  よう心掛けてください。 

   また、制度を利用しようとする職員及び周囲の職員は、職場長等からの説明や就 

  業規則等により、制度を十分理解して下さい。不明な点があれば、職場長等へ問い 

  合わせて下さい。 

   なお、職場長や周囲の職員は、職場において、妊娠している人や子どもを育てて 

  いる人がこれらの制度を利用しやすい雰囲気を職員全員で作るよう心掛けてくださ 

  い。 

   

  ○ 新規採用職員研修、管理・監督者研修 

   理事長等は、新規採用職員研修、管理・監督者研修等において、母性保護、育児 
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  休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度について周知し、「仕事と子育ての 

  両立」についての啓発を行います。 

   

  ○ 子育て相談 

   職員間で相談しやすい環境を構築するため、子育て経験のある職員は、子育てに 

  ついてアドバイスを求められた場合には、相談に応じるよう心掛けてください。 

   また、職場長等は、母性保護等の各種制度の活用について相談に応じるよう努め 

  てください。 

   

  ○ 職場環境や職員の意識 

   理事長等は、以上のような取組みを通じて、職員の仕事と子育ての両立が促進さ 

  れるよう、職場環境の整備や、職員の意識の醸成が図られるよう努めることとしま 

  す。このプログラムを実りあるものとするためには具体的な行動が必要であり、行 

  動には意識が伴わなければ何も変わりません。一人ひとりの職員の方々が、子育て 

  について改めて考えてみることが必要です。 

 

（２）母親とお腹にいる子どもを守るために 

   

   理事長等は、職場における喫煙対策の徹底など健康に配慮した措置を講じること 

  とし、母性保護に努めます。 

   また、職場長は、妊娠中及び産後１年未満の職員（以下「妊産婦」という。）に 

  係る制度について正しい知識を持ち、また、業務分担の見直しについて検討を行う 

  など、環境整備を行い、制度の適切な運用に努めてください。 

   職場長や周囲の職員は、妊産婦の職員が制度を利用しやすい雰囲気づくりに心掛 

  けてください。 

   妊産婦である職員は、就業規則により、次のような制度によって保護されていま 

  すので、制度を十分理解してください。 

   ・妊娠中の職員の通勤緩和 

   ・妊産婦である職員の産前産後の就業制限 

   ・妊産婦である職員の危険有害業務の就業制限 

   ・妊産婦である職員の深夜勤務、時間外勤務及び休日の勤務の制限 

   ・妊産婦である職員の保健指導・健康診査を受けるための勤務の制限 

   ・職員の育児時間中の勤務の制限 

 

（３）父親・母親になるとわかったら 

    

   職員は、父親・母親になることがわかったら、妊娠初期は、心身が不安定な時期 

  であるため、できるだけ速やかに職場長に申し出るよう心掛けてください。 

   母性保護等の諸制度の活用のためにも、人事上の配慮が必要な場合もありますの 

  で、ご理解頂きたいと思います。 
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（４）子どもの出生時における父親の休暇を取得しやすい環境をつくるために 

   

   職場長は、父となる職員が、妻の産前産後の期間に、特別休暇（常勤職員の場合 

 ：妻の出産に伴う休暇及び男性の育児休暇）や年次休暇の活用により、休暇を取得 

  しやすい環境を整備するよう心掛けてください。 

   父となる職員は、妻の出産をサポートするための休暇を取得するよう心掛けてく 

  ださい。 

   職場長や周囲の職員は、休暇を勧めるよう声をかけるなど、父となる職員が休暇 

  を取得しやすい雰囲気を全員で作り、職場からも育児のサポートをしていくよう心 

  掛けてください。 

   このような取組により、子どもの出生時における父親の休暇の取得日数を、段階 

  的に向上させることを目指します。 

 

（５）育児休業等を取得しやすい環境をつくるために 

 

  ○ 育児休業等の取得 

   職場長等は、子どもを持つことになった職員から出生予定日の申し出があった場 

  合は、育児休業・育児短時間勤務（常勤職員）・育児時間の制度について適切に説 

  明してください。 

   また、男性職員の育児休業・育児短時間勤務（常勤職員）・育児時間の取得率が 

  現状では極めて低いことから、これらの休業を取得しやすい環境づくりに努めるこ 

  ととします。 

   なお、制度を利用しようとする職員及び周囲の職員は、職場長等からの説明等に 

  より、制度を十分理解してください。 

    理事長等及び職場長は、業務に支障が生じないよう、必要に応じて、任期付採用 

  や臨時的任用及び任期付短時間勤務制度の利用による代替職員の確保や業務分担の 

  見直しを検討するなどして、職員が安心してこれらの休業等を取得できるよう努め 

  ることとします。 

   

  ○ 育児休業からの円滑な復帰 

    育児休業中の職員は職場から離れていることから、孤独に感じたり、「職場復帰 

  してもついていけないのではないか」と不安になりがちです。職場長をはじめ職場 

  の同僚の方々は、休業中の職員が希望すれば任意で参加出来る研究会などの案内を 

  したり、定期的な院内報の送付、メールでのメッセージ送信などの職場の情報提供 

  に心掛けてください。 

   育児休業から復帰した職員にとっては、その後も仕事と子育ての両立のための最 

  も大切な時期です。職場長等は、職員が復帰する場合には、今後利用できる制度（深 

  夜勤務・時間外勤務の制限など）の説明を行うなど、復帰する職員の不安を解消す 

  るように心掛けてください。 
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   また、職場長をはじめ職場の同僚の方々は、業務分担などについてよく検討し、 

  職場全体でのサポートを心掛けてください。 

   このような取組を通じて、育児休業等の取得率を、段階的に向上させることを目 

  指します。 

 

（６）育児短時間勤務の取得のために 

 

   育児短時間勤務制度（常勤職員）とは、職員が職務を完全に離れることなく育児 

  を行うことができるよう、常勤職員のまま育児のため短時間勤務を認める制度です。 

    職場長等は、小学校第３学年修了までの子を養育している職員から育児短時間勤 

  務の申し出があった場合、育児短時間勤務制度について適切に説明することとし、 

  制度を利用しようとする職員及び周囲の職員は、職場長等からの説明等により、制 

  度を十分理解してください。 

   また、理事長等及び職場長は、業務に支障が生じないように、代替要員の確保や 

  業務分担の見直しを検討するなどして、職員が安心して育児短時間勤務を取得でき 

  るよう努めることとします。 

   小学校第３学年修了までの子を養育している職員は、長期間にわたる育児と仕事 

  の両立が可能となるよう、育児短時間勤務を積極的に活用しましょう。 

 

（７）育児をしやすい環境をつくるために 

 

   職場長は、小学校入学までの子を育てる職員に係る制度についての正しい知識を 

  持ち、また、業務分担の見直しについて検討を行うなど、環境整備を行い、制度の 

  適正な運用に努めてください。 

   職場長や周囲の職員は、小学校入学までの子を育てる職員が制度を利用しやすい 

  雰囲気づくりに心掛けてください。 

   小学校入学までの子を育てる職員は、就業規則に次のような制度が規定されてい 

  ますので、制度を十分理解してください。 

   ・育児を行う職員からの請求に基づく早出遅出勤務の措置 (※) 

   ・育児を行う職員からの請求に基づく深夜勤務の制限 

   ・育児を行う職員からの請求に基づく時間外勤務の制限 

 

  ※ 育児を行う職員からの請求に基づく早出遅出勤務の措置については、次の施設 

  等に「見送る」又は「出迎える」場合に限り、子が小学生の間まで請求できます。 

 

   ■ 放課後児童クラブ（学童保育） 

    → 共働き家庭など保護者が昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね 

    10 歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に学校敷地の一角や学校 

    敷地外の児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えるもの 

   ■ 相互援助活動を行う場所 
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    → ファミリー・サポート・センターが児童の預かり等の援助を受けることを 

    希望する者（依頼会員）と、当該援助を行うことを希望する者（提供会員） 

    との相互援助活動に関する連絡調整を行い、提供会員が児童の預かり等を実 

    施するもの 

   ■ 日中一時支援施設 

    → 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一 

    時的な休息を図ることを目的に、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等 

    の日中における活動の場を確保するもの 

   ■ 放課後等デイサービス施設 

    → 学校に就学している障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中におい 

    て、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するもの 

   ■ 放課後子ども教室 

    → すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活 

    用して住民の活動拠点（居場所）として地域参画も得て、子どもたちに勉強 

    やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供すること 

    により、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づく 

    りを推進するためのもの 

 

（８）時間外勤務を縮減するために 

 

   時間外勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、全ての職員に対して推進する 

  べきものです。 

   このため、理事長等及び職場長は、各職場における時間外勤務縮減の必要性、重 

  要性を改めて認識し、業務運営の実態にあわせて、それぞれ創意工夫を凝らして自 

  主的に改善策を検討し、時間外勤務の縮減に一層努めることとします。 

    また、時間外勤務を命令することが常態となるような場合には、勤務割りや業務 

  の徹底した見直し等により、その縮減・解消に努めることとします。 

 

  ○ 基本的な考え方 

 

   ① 職場長の役割 

    ・ 職場長は、臨時又は緊急の業務の必要性がある等、やむを得ない場合に限 

    り、時間外勤務を命ずることができるものであることを改めて認識する必要 

    があります。 

      なお、時間外勤務を命ずる場合には、「事前命令・事後確認」に則り、そ 

    の都度、職員個別に命令し、その命令内容が達成されたか否かを事後におい 

    て確認することとし、緊急やむを得ない場合は、事後において遡及して時間 

    外勤務の命令を行ってください。 

    ・ 職場長は、勤務時間終了後に部下職員が速やかに帰宅できるよう業務・役 

    割分担の見直し、部下職員の業務の進捗状況の把握、必要に応じて部下職員 
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    の支援等を行うとともに、自らも率先して早期に退勤する等、時間外勤務の 

    縮減の環境づくりに努めてください。 

    ・ 職場長は、臨時又は緊急の業務のない部下職員に対しては、終業時間前に 

    声をかける等により速やかに帰宅を促してください。 

    ・ 職場長は、時間外勤務を命令する場合には、部下職員の健康とゆとりある 

    生活を害さないよう十分に配慮してください。 

 

   ② 職員の役割 

    ・ 職員は、業務を計画的・効率的に行い、正規の勤務時間内において業務を 

    終了するように心掛けてください。 

    ・ 職員は、やむを得ず時間外勤務が必要とされる場合においても、できる限 

    り業務を計画的に処理し、時間外勤務を縮減するよう心掛けてください。 

    ・ 職員は、勤務時間終了後は、業務以外の理由で在室することなく速やかに 

    帰宅するよう心掛けてください。 

   

  ○ 計画的な業務処理 

   ・ 職場長は、常に業務を的確に判断、指示し、特定の時季や特定の部下職員に 

   業務が集中することのないよう、業務の繁忙等に応じて職員間の応援体制を組 

   むなど、業務量の平準化を図るように努めてください。特に、毎日行うべき通 

   常の業務は、正規の勤務時間内に終了するよう職員個々人の業務を常に適切に 

   判断し、指示を行ってください。 

   ・ 職場長は、業務の指示に当たっては、正規の勤務時間内に業務処理ができる 

   よう業務の割り振り、手順等具体的な指示を的確に行うよう努めてください。 

   ・ 職員個々人は、効率的な業務遂行を心掛けてください。 

   

  ○ 会議等 

   ・ 理事長等は、会議開催に当たっては、会議資料の簡素化、事前配付等効率的 

   な運営を行うことにより開催時間の短縮に努めることとします。 

     また、検討内容が重複している会議等は廃止し、構成員が重複している会議 

   等は統一するなどの見直しを行い、必要不可欠な会議等に集約するよう努める 

   こととします。 

 

  ○ 時間外勤務縮減対策の推進体制等 

   ・ 理事長等は、時間外勤務縮減対策の推進にあたっては、院内等において責任 

   者を定めるなど、必要な改善策を検討する体制を整備することとします。 

   ・ 理事長等は、各職場の時間外勤務の状況とその改善策について定期的に検討 

   し、見直しを行うこととします。 

   ・ 職場長は、常に部下職員の時間外勤務の状況を把握し、継続的な長時間の時 

   間外勤務がある場合には、業務分担の見直しや応援体制をとるなどして、その 

   改善を図ってください。 
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   ・ 職場長は、効率的な業務処理の推進を図るため、定型的な業務については、 

   業務処理のマニュアル化を進め、周知・活用をしてください。 

 

 

  ○ その他 

   ・ 理事長等は、研修等の場を活用して、次のことについて自覚を高めるよう指 

   導していくこととします。 

    ① 理事長等は、職員が勤務時間内の業務能率の向上を図り、正規の勤務時間 

    内に業務が処理できるよう努めること。 

    ② 理事長等は、時間外勤務を行っている職員の業務内容を把握し健康の維持 

    管理に十分注意すること。 

   ・ 理事長は、過重労働による健康障害を防止するため、長時間の時間外勤務を 

   させた場合にあっては、事業場における健康管理について産業医等による助言 

   指導を受けるなどの措置を講ずることとします。 

 

（９）年次休暇の取得を促進するために 

 

   年次休暇の取得促進は、子育て中の職員はもちろん、全ての職員に対して推進す 

  べきものです。このため、職場長は、計画表の活用など、以下の内容を実施するこ 

  とにより、年次休暇の取得促進に努めてください。 

 

  ○ 職場の環境整備 

   職場長は、自ら率先して休暇を取得するよう心掛けるとともに、徹底した業務の 

  見直しを行い、年次休暇の計画的・連続的使用ができるよう、計画表の活用や、応 

  援体制の整備、休日に挟まれた日における会議等の自粛など、全ての職員が休暇を 

  取得しやすい環境整備の推進に努めてください。 

   なお、これらの環境整備に当たっては、業務への支障や、医療サービスの低下を 

  きたすことのないよう十分配慮することとします。 

 

  ○ 休暇取得の促進 

   理事長等は、定期的に年次休暇の取得状況を把握するとともに、例えば、子育て 

  や家庭生活に関連のある次のような時期に、年次休暇等の取得を促すよう努めるこ 

  ととします。 

 

  （例）ゴールデンウィーク 

     子どもの春休み、夏休み、冬休み期間 

     年末年始 

     入園式、卒園式、入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会などの学校行 

   事やＰＴＡ活動 

      家族の誕生日、結婚記念日 
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       子どもの予防接種、健康診査 

 

   このような取組により、職員１人当たりの年次休暇の取得日数を段階的に向上さ 

  せることを目指します。 

 

（10）子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得を促進するために 

 

   職場長は、子育て中の職員が子どもの看護のための休暇や年次休暇を活用して、 

  子どもの突発的な病気の際には、休暇を取得できるように配慮し、職場全体で支援 

  するよう努めてください。 

   子育て中の職員は、子どもの突発的な発熱などの病気の際には、その看病など急 

  な対応が必要となることがありますので、職場長や周囲の職員は、その状況の理解 

  に心掛けてください。 

   また、子育て中の職員と周囲の職員は、日頃から自分たちの業務の状況などにつ 

  いてコミュニケーションを図り、急な休暇でも困らないようにしておくよう心掛け 

  てください。 

 

（11）転居を伴う異動の場合には 

 

   理事長等は、職員カードなどにより、家庭の特別な事情等の把握に努めるととも 

  に、必要により、人事上の配慮を行うなどの対応に努めることとします。 

   子育て中の職員は、特に人事上の配慮を求める場合には、子育ての状況等につい 

  て職場長等に早めに情報提供するよう心掛けてください。 

 

（12）宿舎の貸与 

 

   宿舎は、戸数が限られている上、職場への距離、広さなどが様々です。理事長は、 

  宿舎の貸与に当たっては、救急対応など業務上の特殊性や家族構成等を考慮して調 

  整するよう努めることとします。 

 

（13）子育てバリアフリーを促進するために 

 

   理事長は、子どもを連れて来院される患者さんなどが安心して利用できるよう、 

 財政状況等を踏まえ、必要に応じて、設備の設置やバリアフリーの取組を推進する 

 よう努めることとします。 

   理事長等は、子どもや患者さんに対する親切、丁寧な応対等の職員への指導等の 

 他、例えば、子どもと一緒に利用できるトイレの表示や場所の案内を掲示するなど 

 のソフト面での取組みを推進するよう努めることとします。 

    職員は、日頃から親切、丁寧な応対等を率先して行うよう心掛けてください。 
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（14）子ども・子育てに関する地域活動に貢献するために 

 

   スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている職員や、 

  地域の子育て活動に意欲のある職員は、機会を捉えて、これらの地域活動に参加す 

  るよう心掛けてください。 

   理事長等は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りに努めることとし 

  ます。 

 

 おわりに 

 

   本プログラムを実施することによって、センターの職員が仕事と子育てを両立して 

いくことの重要性を認識するとともに、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育 

てられる環境が整備されることを期待しています。 


